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子
ど
も
の
貧
困
、
学
校
給
食
を
無
料
に

保
育
の
量
＝
保
育
士
の
確
保
、
早
急
に
課
題
解
決
を

庁
舎
の
耐
震
補
強
や
大
規
模
改
修
の
検
討
は
十
分
に
し
た
の
か

公
営
企
業
経
営
改
革
に
お
け
る
経
営
戦
略
の
策
定
推
進
に
つ
い
て

就
学
援
助
制
度
で
支
援
し
て
い
る

不
足
し
て
い
る
低
年
齢
児
の
受
け
入
れ
に
さ
ら
に
取
り
組
む

３
つ
の
ケ
ー
ス
を
比
較
検
討
し
、
新
庁
舎
建
設
が
最
善
と
判
断

上
下
水
道
事
業
そ
れ
ぞ
れ
平
成
29
年
度
中
に
策
定
す
る

清し

水み
ず

　修
お
さ
む

五ご

間ま

　く
み
子こ

鈴す
ず

木き

　三み
つ

男お

三み

田た

部べ

　恒つ
ね

明あ
き

Q

　現
在
、
６
人
に
１
人
の
子
ど
も
が
貧
困

状
態
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う

中
で
、
学
校
給
食
は
子
ど
も
の
食
生
活
を
支

え
る
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
全
て
の

子
ど
も
が
空
腹
で
悲
し
ん
で
い
る
こ
と
が
な

い
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
学
校
給
食
の
無

料
化
を
。

A

　給
食
の
食
材
費
は
、
学
校
給
食
法
で
保

護
者
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
経
済
的
援
助

が
必
要
な
家
庭
に
は
就
学
援
助
制
度
で
支
援

し
て
い
る
。

—

重
度
訪
問
介
護
の
充
実
を—

Q

　障
が
い
者
が
地
域
で
暮
ら
す
た
め
に
、

国
の
制
度
で
あ
る
障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

重
度
訪
問
介
護（
特
に
夜
間
の
支
援
）の
充
実

を
。

A

　サ
ー
ビ
ス
の
利
用
計
画
に
、
夜
間
の
支

援
を
入
れ
て
も
ら
え
れ
ば
、
必
要
な
範
囲
内

で
の
サ
ー
ビ
ス
は
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
夜

間
の
支
援
が
提
供
可
能
な
事
業
所
が
少
な
い

の
で
、
今
後
、
事
業
所
の
指
定
権
限
を
持
つ

県
に
対
し
て
、
要
望
し
て
い
き
た
い
。
地
域

で
自
立
し
た
生
活
が
送
れ
る
よ
う
な
体
制
づ

く
り
に
努
め
て
い
く
。

Q

　公
立
保
育
園
５
園
の
、
今
年
度
の
定
員

に
対
す
る
入
園
の
状
況
は
。

A

　定
員
５
１
０
名
に
対
し
、
入
園
児
数
４

２
４
名
で
在
園
率
83
・
１
％
で
あ
る
。

Q

　全
て
の
公
立
保
育
園
が
定
員
に
満
た
な

い
状
況
に
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
。

A

　昨
今
の
保
育
士
不
足
の
影
響
に
よ
り
、

臨
時
保
育
士
の
確
保
が
難
し
い
た
め
、
低
年

齢
児
ク
ラ
ス
が
影
響
を
受
け
、
定
員
に
満
た

な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

Q

　こ
こ
数
年
の
状
況
は
。

A

　平
成
26
年
、
27
年
は
90
％
前
後
を
推
移

し
て
い
た
が
、
今
年
度
は
急
速
に
悪
化
し
た
。

Q

　子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
策
定

時
に
す
で
に
低
年
齢
児
の
保
育
の
量
の
不
足

は
見
込
ま
れ
て
い
た
。
ど
う
い
っ
た
対
策
を

講
じ
て
い
る
の
か
。

A

　保
育
の
量
と
提
供
体
制
の
確
保
策
に
つ

い
て
で
あ
る
が
、
総
数
で
は
充
足
し
て
い
る
。

認
定
区
分
３
号
の
う
ち
、
１
、
２
歳
が
不
足

し
て
い
る
た
め
、
公
立
・
民
間
保
育
園
と
も

に
、
低
年
齢
児
の
定
員
数
が
増
加
す
る
よ
う

シ
フ
ト
す
る
か
、
そ
れ
が
難
し
け
れ
ば
、
受

け
入
れ
人
数
を
増
加
す
る
よ
う
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
小
規
模
保
育
室
の
設
置
要
望
が
あ
れ

Q

　現
市
役
所
の
耐
震
性
は
極
め
て
低
く
大

地
震
で
倒
壊
す
る
危
険
が
高
い
。
問
題
も
多

い
。
耐
震
補
強
を
や
っ
て
も
建
物
の
寿
命
が

大
き
く
延
び
な
い
の
で
、
新
庁
舎
を
建
設
す

る
こ
と
に
し
た
と
の
こ
と
だ
が
耐
震
補
強
工

事
や
大
規
模
改
修
工
事
に
つ
い
て
、
十
分
に

検
討
し
た
の
か
。

A

　現
庁
舎
の
耐
震
化
対
策
に
つ
い
て
、
議

員
と
執
行
部
で
の
事
前
協
議
会
や
市
民
会
議

で
協
議
検
討
を
し
た
。
具
体
的
に
３
つ
の
ケ

ー
ス
で
比
較
し
、「
経
済
性
」「
市
民
の
利
便

性
」な
ど
か
ら
、
新
庁
舎
を
建
設
す
る
こ
と

に
し
た
。

—

市
の
業
務
は
、総
合
支
所
の
活
用
で—

Q

　多
発
す
る
自
然
災
害
に
対
し
、
総
合
支

所
を
防
災
拠
点
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
大
災

害
に
備
え
、
市
の
業
務
は
本
庁
舎
に
集
中
す

る
の
で
な
く
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
か
ら
も
充
実

し
た
総
合
支
所
に
す
べ
き
で
は
。

A

　総
合
支
所
の
耐
震
化
対
策
は
別
途
対
応

と
し
、
分
散
し
て
い
る
外
部
庁
舎
を
集
約
し

新
庁
舎
建
設
を
進
め
る
。

Q

　公
営
企
業
に
つ
い
て
は
廃
止
・
民
営
化
、

広
域
的
連
携
等
、
抜
本
的
な
改
革
の
検
討
を

進
め
、
経
営
戦
略
の
策
定
を
す
る
こ
と
に
よ

り
、
経
営
基
盤
強
化
と
財
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

向
上
を
図
る
こ
と
が
重
要
。

A

　経
営
戦
略
に
つ
い
て
は
人
口
減
少
、
施

設
の
老
朽
化
に
よ
る
更
新
投
資
増
大
な
ど
公

営
企
業
を
め
ぐ
る
経
営
環
境
が
厳
し
さ
を
増

す
中
、
将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
性
及
び
安
定

性
を
図
る
中
長
期
的
な
基
本
計
画
と
し
て
重

要
。
現
在
平
成
29
年
度
策
定
を
目
途
に
事
務

を
進
め
て
い
る
。

—

仮
称「
農
業
塾
」開
催
の
提
案—

Q

　農
地
の
税
制
改
正
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
対
応
、

農
地
所
有
適
格
法
人
な
ど
約
60
年
ぶ
り
の
農

業
改
革
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
国
段
階
で
の

農
業
情
勢
に
応
じ
た
講
演
会
等
の
開
催
機
会

の
創
出
を
は
か
る
べ
き
。

A

　６
次
産
業
化
、
簿
記
研
修
会
、
地
理
的

表
示
保
護
等
の
講
演
会
・
説
明
会
等
を
実
施

し
て
き
た
。
農
業
情
勢
に
応
じ
た
情
報
提
供

の
場
を
設
け
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
、

国
の
動
向
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
儲
か
る
農

業
を
前
提
に
、
関
係
機
関
と
連
携
し
取
り
組

—

図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を—

Q

　「市
議
会
だ
よ
り
」の
展
示
が
遅
れ
た

分
館
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
。
ま
た
、「
雑
誌
」

の
果
た
す
役
割
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

の
か
。

A

　ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
中
は
休
館
日
と

平
日
が
重
な
り
、
届
く
の
が
遅
れ
て
し
ま
っ

た
。
雑
誌
は
、
速
報
性
や
幅
広
い
情
報
提
供

な
ど
と
い
っ
た
特
性
が
あ
る
。
今
後
も
利
用

者
の
要
望
を
聞
き
、
揃
え
て
い
き
た
い
。

ば
、
実
情
に
応
じ
て
認
可
し
て
い
き
た
い
。

Q

　保
育
士
の
確
保
は
急
務
で
あ
る
。
賃
金

の
単
価
が
低
い
こ
と
は
な
い
か
。

A

　県
北
に
お
い
て
は
同
水
準
で
あ
る
。

Q

　再
雇
用
の
際
に
一
時
金
を
支
給
す
る
な

ど
、
人
材
確
保
策
を
講
じ
る
こ
と
は
。

A

　臨
時
一
時
金
な
ど
の
処
遇
に
関
し
、
今

後
、
慎
重
に
判
断
し
て
い
く
。

—

多
額
な
合
併
特
例
債
の
返
済
は—

Q

　ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
に
50
億
円
、
本
庁
舎
建

設
に
83
億
円
、
消
防
署
分
署
建
て
替
え
に
12

億
円
。
そ
の
95
％
に
合
併
特
例
債
を
使
う
が
、

利
息
も
あ
り
多
額
な
返
済
に
な
る
。
市
民
サ

ー
ビ
ス
の
大
幅
な
後
退
な
く
、
返
済
が
で
き

る
の
か
。

A

　計
画
的
に
返
済
す
る
の
で
、
市
民
サ
ー

ビ
ス
を
後
退
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。

—

障
害
者
に
や
さ
し
い送迎

サ
ー
ビ
ス
を—

Q

　送
迎
サ
ー
ビ
ス
は
変
更
さ
れ
た
の
か
。

A

　変
更
で
は
な
く
、
制
度
徹
底
の
た
め
。

ん
で
い
く
。

—

農
地
取
得
別
段
面
積
制
度
に
つ
い
て—

Q

　別
段
面
積
制
度
を
使
え
ば
、
農
業
委
員

会
の
判
断
で
、
規
定
よ
り
小
さ
な
面
積
で
農

地
取
得
が
可
能
と
な
る
。
新
規
就
農
者
へ
の

初
期
負
担
軽
減
及
び
耕
作
放
棄
地
の
減
少
へ

の
歯
止
め
と
な
る
の
で
は
。

A

　本
市
に
お
い
て
地
域
間
で
著
し
い
自
然

的
・
経
済
的
条
件
に
差
異
が
な
い
こ
と
か
ら

複
数
の
区
域
に
分
け
る
こ
と
は
適
当
で
は
な

い
と
の
現
時
点
で
の
判
断
で
あ
る
。

市役所本庁舎


